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秋
田
県
条
例
第
四
十
三
号

秋
田
県
立
高
等
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

秋
田
県
立
高
等
学
校
設
置
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
秋
田
県
立
花
輪
高
等
学
校
の
項
、
秋
田
県
立
小
坂
高
等
学
校
の
項
及
び
秋
田
県
立
十
和
田
高
等
学
校
の
項
を
削
り
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

秋
田
県
立
鹿
角
高
等
学
校

鹿
角
市
花
輪
字
明
堂
長
根
十
二
番
地

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
秋
田
県
立
花
輪
高
等
学
校
、
秋
田
県
立
小
坂
高
等
学
校
又
は
秋
田
県
立
十
和
田
高
等
学
校
（
次
項
に
お
い
て
「
花
輪
高
等
学
校
等
」
と
い
う
。
）

に
在
学
す
る
者
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
に
秋
田
県
立
鹿
角
高
等
学
校
に
転
学
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
秋
田
県
立
鹿
角
高
等
学
校
に
転
学
さ
せ
た
者
に
つ
い
て
は
、
花
輪
高
等
学
校
等
に
お
け
る
在
学
年
数
は
、
秋
田
県
立
鹿
角
高
等
学
校
に
お
け
る
在
学
年
数

と
み
な
し
、
花
輪
高
等
学
校
等
に
お
い
て
履
修
し
た
課
程
は
、
秋
田
県
立
鹿
角
高
等
学
校
に
お
い
て
履
修
し
た
も
の
と
み
な
す
。


